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阿　部　崇　史

1．はじめに

　現代の政治哲学においては，正義にかなっ
た社会の構想を提示する正義論が，民主主義
の正当化など政治的決定手続きに関する議論
と並んで，二つの中心的な論点になっている．
そしてこの社会正義論という論点において特に
大きな焦点が当てられているのが，運の平等主
義（luck egalitarianism）と関係論的平等主義

（relational egalitarianism）という二つの正義
構想の対立である1．これらの正義構想の特徴
をごく簡単に説明すれば，それは以下のように
表すことができる．すなわち前者の運の平等主
義は，主に財や利益に関する分配の不平等に焦
点をあて，選択責任の行使に基づかない不平等
や不利益を不正であると捉える2．対して後者
の関係論的平等主義は，平等が本質的に分配的
理念であるという考え方を批判し，平等者から
なる社会の実現など人格間における関係を統制

 1　本書が分析する関係論的平等主義という立場を正当化する邦語文献としては，森悠一郎による『関係の対等
性と平等』（森 2019）を挙げることができる．本書の議論が既存の関係論的平等主義の理論家が提示する立
場に批判的な議論を展開するのに対して，森の議論は関係論的平等主義の理論を内在的に発展させた立場を
展開している．そのため，本書の議論と森の議論とを併せて検討することを勧めたい．

 2　運の平等主義に属する代表的な議論としては，Cohen（2011），Dworkin（2000; 2011），Segall（2016），
Tan（2012）などを挙げることができる．

 3　関係論的平等主義に属する代表的な議論としては，Anderson（1999），Scanlon（2018），Scheffl  er（2010; 
2015），Young（1990; 2011）などを挙げることができる．

 4　以下，本書からの引用および参照においては，ページ数のみを表記する．なお，ecumenical luck 
egalitarianism は，公正さが関わるあらゆる指標を正義の統制対象に据えるという意味で，全面包摂
的運の平等主義と訳すこともできる．ここでは，著者が自身の立場を多元主義的平等主義（pluralist 
egalitarianism）とも呼んでいることから，多元包摂的運の平等主義という訳を用いる．

する理念として平等を捉え，分配だけではなく
社会関係をも正義原理が統制すべき対象である
と論じる3．
　K. リッパート－ラスムセンによる本書は，
関係論的平等主義の立場を批判的かつ詳細に
分析するとともに，多元包摂的運の平等主義

（ecumenical luck egalitarianism）という独自
な平等主義の構想を提示している4．そこで
この書評では，まず著者による関係論的平等
主義の分析を紹介し（2. 1. から 2. 3.），次に多
元包摂的運の平等主義という立場を整理する

（2. 4.）．その後，本書による関係論的平等主義
の特徴付けに異論を唱えるとともに（3. 1.），
多元包摂的運の平等主義が応答すべき課題を提
示する（3. 2.）．
　その作業に入る前にここでは，本書の構成を
示しておこう．本書はまず序論にあたる第 1 章
で，運の平等主義が属する分配的平等主義と，
関係論的平等主義とを，財の分配と社会関係と
いう正義の統制対象の違いとして定義する．



書　評

98

次に第 2 章では，E. アンダーソンと S. シェフ
ラーという，関係論的平等主義の立場をとる二
人の代表的な論者の議論を整理する．第 3 章に
おいては，関係論的平等主義が提示する「平等
者として互いに関わり合う」という要請を分析
し，関係論的平等主義が複雑な立場であること
を明らかにする．第 4 章においては，平等者と
して関わり合うことの一例として，他者に説明
責任を負わせたり他者に非難を向けたりするこ
とが適切であるための条件が探求される．第 5
章では，どのくらいの時間幅を想定するのか，
正義の要請が適用される現場はどこか，正義の
適用範囲は一国内を越えるのか否か，といった
分配的平等論に向けられてきた論点に対して，
関係論的平等主義がどのように応答可能かが検
討される．第 6 章は，平等者として関わり合う
という要請がどのように正当化されるべきか
を，価値論的観点および義務論的観点から検討
する．第 7 章では，これまでの分析を踏まえ，
財の分配の平等と社会関係の平等とを両方とも
正義の統制対象にする，多元包摂的運の平等主
義という立場が提示される．第 8 章では，従来
において運の平等主義の立場をとる論者も，関
係論的平等主義の立場をとる論者も，互いにも
う片方の立場の要素を有していたことが論じら
れる．

2．関係論的平等主義という立場を分析する

　本節においては，著者による関係論的平等主
義に対する分析を整理した上で，多元包摂的運
の平等主義という著者の立場を明らかにする．
まず著者による分析に関しては，特に重要と思
われる以下の三つの論点に着目する．第一に，
関係論的平等主義の最も中心的な特徴は何かと
いう論点である．第二に，関係論的平等主義が
提示する「平等者として互いに関わり合うこ

 5　なお，このような正義の統制対象と似ているが異なる論点として，正義の現場（site of justice）という問題
がある．後者の論点においては，分配や社会関係という正義の統制対象について，社会制度を通じて統制を
行うか，個人の行為に対する直接的な介入を通じて統制を行うか，あるいはその両方を通じて統制を行う
か，このいずれの方策を取るべきかが争われる．

と」が何を要請しているのかという論点であ
る．第三に，平等者として互いに関わり合うと
いう要請が，どのように正当化されているのか
という論点である．

2．1．関係論的平等主義と正義の統制対象
　第一の論点に関して著者は，関係論的平等主
義の最も中心的な特徴をどう捉えているのだろ
うか．著者は関係論的平等主義の特徴を，正義
の分配的理念という立場と対比されるべき，正
義の関係論的理念を採用することにあると，捉
える．この二つの理念は以下のように表される．

　正義の分配的理念：ある状況は，その状況に
おける財の分配が一定の望ましい諸性質を有し
ている場合にのみ，正義にかなっている（1）．

　正義の関係論的理念：ある状況は，その状況
における社会的な諸関係が特定の望ましい諸性
質を有している場合にのみ，正義にかなってい
る（5）．

この二つの理念の対比は，正義の統制対象
（locus of justice）をめぐる対比であると捉え
られる（5）．すなわち，正義の原理が評価し統
制を行うその対象についての，異なる立場とし
て提示されているのである5．具体的には，ま
ず運の平等主義を含む分配的平等主義であれ
ば，財の分配こそが正義の原理による統制対象
であると捉える．それに対して関係論的平等主
義は，社会関係こそが正義の原理による統制対
象であると捉える．これが著者の分析による，
分配的平等主義と関係論的平等主義との対比に
なるのである．
　ここで注意すべきことは，正義の統制対象に
関するこの二つの理念が，双方ともが正義の必
要条件として定式化されており，必要十分条件
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にはなっていないということである．したがっ
て少なくとも論理的には，この二つの条件を両
方とも要請する立場が，すなわち財の分配と社
会関係とを両方とも正義の統制対象にする立場
が，成立する余地がある．このことによって，
後に述べるような多元包摂的運の平等主義を採
用することが可能になっているのである．
　では関係論的平等主義は，このように社会関
係を正義の統制対象に据えた上で，どのような
立場をとるのだろうか．著者は，代表的な関係
論的平等主義者であるアンダーソンとシェフ
ラーの立場を踏まえて，関係論的平等主義を以
下のように定義する．

　（結果に着目する）関係論的平等主義：ある
状況は，全ての人が互いに平等者として関わり
合う（relate to one another as equals）ときに
のみ，正義に適っている（26）6．

したがって関係論的平等主義という立場は，
関係論的理念を採用して正義の統制対象を社
会関係であると捉えた上で，望ましい性質を
有する社会関係を，互いに平等者として関わり
合うことであると考える議論として定義され
る．では，平等者として関わり合うというの
は，具体的にどのようなことを要請するのか．
これに関しては，例えばアンダーソンの民主的
平等の場合，以下のことが要請される（37-38; 
Anderson 1999: 312-313）．まず消極的な目標
としては，支配・搾取・周縁化などの抑圧的社
会関係を排除することが要請される．次に積極

 6　著者によれば，関係論的平等主義も，分配的平等主義と同様に，運の平等主義の形態をとることができる
（7）．実際に著者が与する多元包摂的運の平等主義においては，結果の平等主義ではなく運の平等主義が，
社会関係に対しても要請される．

 7　著者はその他にも，道徳的地位や社会的地位など，どのような側面において平等者として関わり合うか，
という分節化も行っている（63-70）．すなわち著者は，「X と Y が平等者として関わり合うこと」は常に，

「X と Y が Z という観点において平等者として関わり合うこと」の省略であると論じる（69）．そしてこの
Z（道徳的地位・社会的地位など）にあたるものを，分配的平等論における平等項（equalisandum）ないし
分配項（distribuendum）と対比して，関係項（relationendum）と呼ぶ（70）．この議論は非常に興味深い
ものではあるが，この書評では「平等者として扱うこと」と「平等者として考えること」の区別に焦点をあ
てる．

 8　以下の事例は，著者が提示する例に評者が手を加えたものである．

的な目標としては，民主的共同体など平等な関
係に立てるような社会秩序を実現することが要
請される．

2．2． 平等者として関わり合うとは
何を意味するのか

　以上のように関係論的平等主義は，社会関係
を正義原理の統制対象と捉えた上で，互いに平
等者として関わり合うこと（すなわち関係論的
平等）が望ましい社会関係であると考える．し
かしこのように定式化した上で著者は，関係論
的平等主義に立つ論者たちが，「平等者として
関わり合うことがまさに何を意味しているの
か？」という問いに対して，奇妙なほど理論化
をしてこなかったと述べる（61）．そこで著者
は，関係論的平等主義の立場を明確化するため
に，この問いに対する応答を試みている．これ
が第二の論点である．
　そのような分析の中でもここでは，「平
等者として扱うこと（treating as equals）」
と「平等者として考えること（regarding as 
equals）」との区分を紹介する7．著者によれ
ば，「平等者として関わり合うこと（relating 
as equals）」という要請を分析するならば，そ
れは，行動に関する要素である「平等者として
扱うこと」と態度に関する要素である「平等者
として考えること」の二つによって構成されて
いると考えることができる（71）．この区別と
その性質を理解するためには，以下のような事
例を検討することが有用である8．
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 9　なお著者は，この「平等者として扱うこと」と「平等者として考えること」との区別を行った上で，双方の
要請をさらに細かく分析している（73-87）．そのため，これらの要請に関してさらに理解を深めたい場合
は，この箇所を参照されたい．

　人種差別意識に反して協力するケース：今仮
に，ドナルドという人物が，非常に強力な人種
差別意識を有しており，特定の人種に属する
人々と共に働くことを嫌っていたとする．しか
しドナルドが働いている会社では，人種差別的
な行為に対して非常に強力な罰則が設けられて
いる．そこでドナルドは，自らの人種差別的な
信念に反して，ドナルドが嫌う人種に属する人
物たちと協力して仕事にあたっている．このと
き，ドナルドは会社の同僚たちと互いに平等者
として関わり合っていると言えるのだろうか？

　このケースにおいてドナルドは確かに，会社
の同僚と協力して仕事にあたっている点で，同
僚を平等な存在者として扱っている．しかしな
がら同時に，行動には表れていないものの，ド
ナルドは強力な人種差別意識を有しており，
特定の人種に属する人々を平等者ではなく劣
位者（inferior）であると考えている．つまり
このケースにおいては，「平等者として扱うこ
と」と「（平等者ではなく）劣位者として扱う
こと」が両立しており，行為と態度が一致して
いないケースに関して，「平等者として関わり
合う」という要請が満たされているかが問題と
なる．
　これに関して著者は，行為と態度の両方が，
すなわち「平等者として扱うこと」と「平等者
として考えること」の両方が，「平等者として
関わり合う」という要請を満たすために必要に
なると論じる．すなわち，

　X と Y が平等者として関わりあうのは，以
下の 1 と 2 が満たされるとき，かつその場合の
みである．
　（1）X と Y が互いを平等者として扱う
　（2）X と Y が互いを平等者として考える

という定式を提示するのである（71）．著者

はこの議論に対して，例えば I. M. ヤング
（Young 1990）による抑圧の 5 つの態様（搾
取・周縁化・無力化・文化的帝国主義・暴力）
や支配などは，行動を意味する取り扱いのみに
着目して論じることができる，という反論を予
期している．これに関して著者は，アンダーソ
ンであれば，人種差別や性差別などのイデオロ
ギーを含む信念に対して，人種差別的あるいは
性差別的な行動とは独立に批判すべきだと考え
ることなどを理由に，この反論を退けている9．

2．3． 平等者として関わり合うという
要請への正当化

　第三の論点は，平等者として関わり合うと
いう要請，すなわち関係論的平等（relational 
equality）の要請が，どのように正当化可能で
あるか，というものである．関係論的平等主義
は運の平等主義に対して，分配の平等が価値を
有する，あるいは道徳的に要請されるというこ
とに関して，正当化を怠ってきたという批判を
向けている．しかし著者によれば，このような
批判はそれ自体としては正しいものの，関係論
的平等主義の側も同様に，平等者として関わり
合うという要請を正当化する試みを怠ってきた

（154）．そこで著者は，この正当化がいかにし
て可能であるかを検討する．
　この検討の際に著者は，大きく分けて三つの
道筋による正当化を検討する．それらは，道具
的価値を有するという正当化，非道具的価値を
有するという正当化，価値の観点ではなく義務
論的観点から要請されるという正当化，この三
つである．そこでここでは，これら三つの正当
化の道筋に関して，その主要な部分を説明する．
　まず，道具的価値に基づく正当化とは，以下
のような正当化である．すなわち，平等者とし
て関わり合うことは，好ましい因果的な影響を
もたらすことから，それ故に価値を有するとい
う議論である（155-159）．シェフラーに代表さ
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10　ただし非道具的価値を有するという主張は，同時に道具的価値をも有するという主張を排除してはいない．
非道具的価値と道具的価値は両立しうるのである．

11　このような追加の説明は，人格的価値に基づく正当化に対してだけではなく，非道具的価値に基づく正当化
など，他の価値論的正当化に対しても要請されると思われる．

れるように関係論的平等主義者は，平等者とし
て関わり合うことが人間の自由や自尊を守ると
いう影響を有し，したがって関係論的平等が道
具的価値を有するという議論を提示している．
しかし著者によれば，たいていの関係論的平等
主義者は同時に，平等者として関わり合うこと
が有する非道具的価値をも認めている．した
がって，道具的な価値のみを有すると考える，

「関係論的理念の純粋に道具主義的な見方」を
採用することは難しい（156）．
　次に非道具的正当化には，人格的価値（personal 
value）を有するという考えと，非人格的価値

（impersonal value）を有するという考えが存在
する．これらの立場は，平等者として関わり合
うことが価値を有するのは，それが人格にとっ
て価値あるものを構成するか，あるいは非人
格的に価値あるものを構成しているからだと
考えるのである（159）10．ここで前者の人格的
価値を有する場合，平等者として関わり合う
ことは，人々の人生をよくする，「人格にとっ
ての善（good）を構成している」ことになる

（159）．対して非人格的価値を有する場合，た
とえそれが誰一人に対しても善をもたらさない
としても，平等者として関わりあうことは価値
を有するという主張に与することになる（166）．
　ここでは，前者の人格的価値に基づく正当化
を紹介していく．何が人格の生をよくするのか
については，心理状態説，選好充足説，客観リ
スト説という三つの説が存在する．平等者とし
て関わり合うことが有する非道具的価値を論じ
る際には，このうちの客観リスト説がもっとも
有望だと著者は考える（159-161）．なぜなら
ば，平等者として関わり合うことが快楽を伴う
心理状態をもたらすか否かは「偶然的に真とな
る」場合があるにすぎず，また，平等者として
関わり合うことを人々が必ず選好するとも言え
ないからである．

　客観リスト説に基づく場合，平等者として関
わり合うことは，「人々にとって客観的によい
ものの一部」であると主張することになる．
この客観的によいものの候補として著者は，

「深い人格的諸関係」，「真実に基づいて生きる
こと」，「自由と自律」などを挙げている．した
がって客観リスト説に基づく非道具的価値の議
論とは，人格にとって価値ある自由と自律など
が，「因果的な問題ではなく，それ自体の性質
の問題として」，平等者として関わり合うとき
にのみ満たされる，というものである（161）．
言い換えるならばこの議論は，関係論的平等が
自由や自律を達成するために不可欠な構成要素
であると捉え，それ故に平等者として関わり合
うことが非道具的価値を有すると論じるのである．
　しかし，客観リスト説によって関係論的平等
が非道具的価値を有すると論じる場合にも，い
くつかの課題を克服する必要がある，そう著者
は主張する（162-166）．そのような課題の一つ
として，関係論的平等が非道具的価値を有する
からといって，必ずしも平等者として関わり合
うことが道徳的に要請されるとは限らない，と
いう問題がある．客観リスト説では，平等者と
して関わり合うことが，よい人生の構成要素で
あるとされる．しかし，人生のよさを客観的に
構成するものには，関係論的平等のほかにも，
例えば物的資源の所有や健康など，様々なもの
が存在する．そうであるならば，仮に人々の人
生を最大限よくする道徳的義務が存在していた
としても，平等者として関わり合うことを犠牲
にして，よい人生の他の構成要素に関してより
よい状態を達成することが，道徳的に要請され
る可能性がある．したがって，よい人生が部分
的に関係論的平等によって構成されていると主
張するだけでは足りず，なぜ道徳的観点から平
等者として関わり合うべきなのか，追加の説明
が要請されるのである11．
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12　この義務論ベースの関係論的平等主義という議論を展開する際に，著者は D. パーフィット（Parfi t 2000: 
84-94）による目的論的平等主義（telic egalitarianism）と義務論的平等主義（deontic egalitarianism）の区
別に依拠している．前者は，平等な分配あるいは平等な社会関係が達成されている状態がそれ自体として価
値を有するという立場である．後者は，そのような状態それ自体に価値があるという立場に与せず，そのよ
うな状態を目指すことが道徳的に要請されるという立場である．パーフィットの区分は分配的平等主義を対
象に提示されたものであるが，著者はこれを関係論的平等に対して応用している．

13　このような整合説的正当化を擁護する論者としては，ドゥオーキン（Dworkin 2011）が典型的である．
14　ただし，著者による義務論的要請の理解に対しては，検討すべき点が存在する．それは，著者が提示してい

る道徳的要請が特定の事態（state of aff airs）を実現することに直接向いているところ，特定の事態を達成
することそのものを人々に求める要請を義務論的要請と呼ぶことができるのか，という問題である．これが
問題となるのは，特定の事態の達成を直接に指示することが，義務論と対比される目的論の立場が有する特
徴だからである．この問題を検討することは現時点での評者の能力を超える課題であるが，とくに倫理学的
な観点からは検討すべき重要な課題であると言える．

15　ただしここでの説明は，著者の立場を二つの点において簡略化している．第一に著者は，正義の統制対象
に関して多元主義を取る多元包摂的平等主義が，責任感応性を組み込んだ運の平等主義の形態を取る必要
は，必ずしもないと考える．この点については，著者自身が運の平等主義の形態を支持しているため，省略
した．第二に著者は，関係論的平等主義として扱われるシェフラーの議論を，平等者として関わることそ
れ自体ではなく，平等者として関ろうとする気質を有することに着目した，気質的平等主義（dispositional 
egalitarianism）として，関係論的平等主義と区別する（201-205）．しかし，シェフラー自身は関係論的平

　以上のように道具的価値に基づく正当化と非
道具的価値に基づく正当化とが不十分であると
論じた上で，著者は義務論的な正当化を提示
し，これを擁護する．道具的価値および非道具
的価値に基づく正当化は，関係論的平等という
要請の正当化が「平等主義的な社会関係が有す
る価値に基礎づけられる」という，価値論ベー
スの主張であった．それに対して義務論的な正
当化はむしろ，平等者として関わり合うことが
有する価値に基づいた正当化ではなく，「われ
われは相互に道徳的平等者であるのだから，平
等者として関わり合うことはこの事実に敬意を
払うことであり，そしてこのことが関係論的平
等の理念を根拠づける」と考えるのである．そ
して著者は，アンダーソンや C. シェンメルと
いった関係論的平等主義者が，このような義務
論ベースの関係論的平等主義に依拠していると
解釈する（170-171）12．
　しかし著者は，このような義務論ベースの関
係論的平等主義に依拠する場合，そもそもなぜ
そのような道徳的義務が要請されるのか，とい
う問いに答える必要があると論じる．この問い
に対して関係論的平等主義は，平等者として関
わり合うべきという要請を，「他者を尊重する
という要請」に根拠づけたり，「公正さに根拠

づけ」たりすることができる（172）．つまり，
平等者として関わり合うべきという要請を，

「より深い価値」である他者への尊重や公正さ
に根拠づけることができるのである．これに対
しては確かに，より深い価値である他者への尊
重や公正さ（fairness）それ自体が，さらに基
礎的な価値や規範によって根拠づけられてはい
ないという批判が向けられるかもしれない．し
かしながらそのような批判に対しては，公正さ
や他者への尊重といった原理を，直観や整合説
的な正当化（coherentist justifi cation）によっ
て支持することができる．著者によれば，政治
哲学におけるたいていの理論家は，後者の整合
説的な正当化を，根本的な諸原理の正当化に対
しても用いているのである（172-173）13．そこ
で著者は，正当化の問題に関しては，この義務
論ベースの関係論的平等主義を支持する14．

2．4．多元包摂的運の平等主義
　著者は，以上のように関係論的平等主義を分
析した上で，分配的平等主義と関係論的平等主
義とを包摂した，多元包摂的運の平等主義とい
う立場を提示および擁護する．それは以下のよ
うな立場である15．
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　多元包摂的運の平等主義：もし以下の二つの
条件のいずれかが，それを避けることができる
にも関わらず満たされる場合，それは不正であ
る．
　（1）自らの責任を介さずに他者よりも悪い状
態に陥っている人々が存在する．
　（2）自らの責任を介さずに互いに平等者とし
て関わっていない人が存在する．

この多元包摂的運の平等主義は，以下の二つの
特徴を有する（206-208）．第一に，正義の統制
対象について多元主義を取り，分配（上の定式
における 1 にあたる）と社会関係（上の定式の
2 にあたる）との両方を正義原理が統制し評価
する対象と捉える．第二に，この立場は多元包
摂的運の平等主義は，公正さという価値に基づ
く義務論的正当化に依拠している．すなわち，

「人々が異なる状況に置かれていることが人々
の異なる責任の行使を反映しているのではない
とき，人々が異なる状況に置かれるのは不公正
である」（207）という義務論的要請に基づいて
いるのである16．そして，この公正さの実現が
義務論的要請であるが故に，道徳的要請を向け
られた行為者（例えば政府や同じ社会の市民）
がどのように行為しても発生を避けることがで
きない不平等や不利益に関しては，それを不正
ではないと捉える17．
　著者は，この多元包摂的平等主義に対して，
恣意性批判（arbitrariness challenge）と呼ぶ
べき批判が提示されうると考えている（207）．
恣意性批判とはすなわち，分配的平等主義と関
係論的平等主義という，相互に重要な連関を有

　　等主義を自称し，かつ一般的に関係論的平等主義に分類されるため，今回はこの部分を省略している．ま
た，次節（3．1．）で論じるように，著者によるシェフラーの理解に対しては異論を提示できる．

16　公正さという価値を著者は，2．3．において検討したように，義務論的な要請の根拠として捉えている．
17　著者は，義務論的要請であれば，行為に対する主張に依拠しており，行為者が実現することのできない事態

を実現する要請は求め得ないと考えている（Cf. 186-188）．これは，不可能なことを義務づけることはでき
ないという，義務論に対する一般的な制約を意味する．

18　著者は，他に義務論的運の平等主義を取る論者として，R. ドゥオーキンを挙げている（192）．著者が指摘
するようにドゥオーキンの運の平等主義は，平等な配慮と尊重に基づいて市民を扱うという，政府に対する
義務論的要請から導かれている（Dworkin 2000）．対して，運の平等主義を目的論的ないし価値論的に正当
化する立場としては，S. セガル（Segall 2016）の議論を代表的なものとして挙げることができる．

していない異なる見解を，恣意的に結びつけて
いるのではないか，という批判である．これに
対して著者は，上述の公正さによる義務論的根
拠付けが，この批判に対する応答になると主張
する．すなわち，分配における不平等であろう
と，社会関係における不平等であろうと，不平
等な状況に置かれている人が存在するという点
は同じであり，適切な理由すなわち責任の行使
を介さずにそのような状況に置かれることは，
公正さの観点から同様に不公正であると主張で
きる，と言うのである．
　ここで一つ注意すべきことは，この多元包
摂的運の平等主義においては，分配に関する
運の平等主義の要素も，本稿第 2 節（2. 3.）で
提示した義務論ベースの関係論的平等主義と
同様に，義務論的形態を取るということであ
る（206）．運の平等主義は多くの場合，責任の
行使を反映しない不平等がそれ自体として悪い
あるいは不正であるという，目的論的運の平等
主義として提示および理解されている．そのこ
とを踏まえれば，著者が提示する多元包摂的運
の平等主義は，分配に関する運の平等主義の立
場としても，特筆すべき立場であると言えよ
う18．

3．批判的検討

　本節では，以上のような著者の議論に対し
て，二つの批判的検討を加える．第一の批判
は，関係論的平等主義に対する著者の理解に向
けた異論である．著者は関係論的平等主義の根
本的な特徴として，正義の統制対象を分配では
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19　本文ではシェフラーの議論を扱うが，アンダーソンとスキャンロンも，以下のように分配をも正義の統制対
象と捉えたうえで，抽象的な関係的理念に基づいて分配を統制すべきと考えている．まずアンダーソンは，

「民主的平等主義は，財それ自体の分配だけではなく，財の分配がその中で行われる諸関係にも根本的な関
心を向けている．・・・財は，全ての人に対する尊重を表現した諸原理とプロセスに基づいて分配されなけ
ればならない．」と述べている（Anderson 1999: 314）．またスキャンロンも関係論的平等主義の立場から，
制度的正当化・手続き的公正さ・実質的機会という三つの要請から構成される，財の不平等に対する三段階
の正当化を満たすことが要請されると論じる（Scanlon 2018: 40-41）．ただしこれらの立場は，一定の分配
パターンそれ自体が公正であると論じる目的論的な分配的平等主義に関しては，確かにそれに与することを
否定している．代わりにこれらの立場は，分配パターンそのものではなく，分配を生み出す社会関係ないし
プロセスを規律する．

なく社会関係であると捉えることを，挙げてい
る．しかしながら関係論的平等主義の正義構想
においても，分配は正義の統制対象となってい
る．そして関係論的平等主義の特徴は，望まし
い社会関係や分配のあり方を提示する際に根拠
となる，その理念に存在すると思われる．第二
の批判は，著者が提示する多元包摂的運の平等
主義が応答すべき課題の指摘である．著者は，
公正さという価値から導き出される義務論的要
請として，分配と社会関係の両方について，責
任の行使が介在しない不平等が存在することを
不正と捉えるべきだと主張する．しかし，運の
平等主義や関係論的平等主義が提示してきた議
論を踏まえるならば，公正さという価値から責
任感応性だけではなく適切な選択肢の確保も要
請されるのではないかという課題に，応答すべ
きである．

3．1．関係論的平等主義への理解について
　第 2 節（2. 1.）で見たように，著者は関係
論的平等主義の根本的特徴を，分配ではなく
社会関係を正義の統制対象に据えることであ
ると捉えている．しかしこれに対しては，関
係論的平等主義の代表的論者である，シェ
フ ラ ー（Scheffl  er 2010; 2015）， ア ン ダ ー ソ
ン（Anderson 1999），スキャンロン（Scanlon 
2018）といった理論家がいずれも，分配をも正
義の統制対象に据えているという異論を提示す
ることができる19．ここでは，代表としてシェ
フラーの議論に着目しよう．シェフラーは，

「関係論的見解によれば平等とは，特定の間人
格的な諸関係を制御する理念」であり，「正義

は平等者からなる社会の設立を要求する」と述
べる．そしてその上で，「ある社会が平等者か
らなる社会であると捉えられるためには，どの
ような諸制度と諸実践を社会が実現すべきなの
かを考えることが，重要な課題となる」とし，

「関連する諸制度と諸実践には，社会の内部に
おける財の分配を規律する制度と実践も含まれ
る」と主張する（Scheffl  er 2015: 21）．このよ
うにシェフラーは明確に，分配という問題を正
義が統制する対象に含んでいる．
　それではなぜシェフラーは，「平等とは，間
人格的な諸関係を制御する理念」であると述べ
ているのだろうか．というのもこの言い方は確
かに，社会関係のみが平等主義的正義の統制
対象になっているかのように聞こえるからで
ある．これに関してはまず，正義の統制対象

（locus of justice）という観念が何を意味して
いるのかを考える必要がある．分配や社会関係
が正義の統制対象になるということは，望まし
い分配や社会関係のあり方を正義の原理が指示
したり，正義の原理に基づいて現状の分配や社
会関係のあり方を評価したりすることを，意味
している．つまり，正義の統制対象となる分配
や社会関係とは，例えば全ての人が充分な資源
を持っていること，従業員が雇用主から搾取さ
れていないこと，あるいはジェンダー差別が存
在しないことなど，分配や資源に関する実体的
なあり方を意味している．
　これに対してシェフラーが言うところの「平
等者からなる社会」という関係は，前述のよう
に，それに照らして「どのような諸制度と諸実
践を実現すべきか」を考える，より抽象的な理
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念であると言える．つまりシェフラーの立場
は，実体的な分配を正義の統制対象として捉え
ることを否定し，代わりに実体的な社会関係を
正義の統制対象に据える，というものではな
い．そうではなくシェフラーが提示している主
張は，以下のようなものである．すなわちま
ず，望ましい分配原理を，平等という価値がそ
れ単独で自律的かつ充分に特定化・正当化しう
ることを否定する．そして，平等者からなる社
会という抽象的な理念に照らして，相互性や
尊敬など関連する価値を考慮することで初め
て，適切な分配原理を導き出すことができる

（Scheffl  er 2015: 41-43）．
　以上のようなシェフラーの議論が有する特徴
は，著者が提示する枠組みの内部で示すなら
ば，以下のように表現できる．すなわち，シェ
フラーが提示する平等者からなる社会という関
係は，正義原理による実体的な道徳的要請を示
しているのではなく，そのような実体的要請を
根拠づける義務論的根拠である．より具体的に
言うならば，著者が公正さという理念を平等主
義の基礎に据えるのに対して，シェフラーは平
等者からなる社会という理念を個別具体的な道
徳的要請の基礎に据えている，と捉えることが
できる．そしてこのように捉えるならば，シェ
フラーの関係論的平等主義の特徴は，正義の統
制対象に関する議論ではなく，実体的な分配や
社会関係を正当化する際の根拠となる理念にお
いて，平等者からなる社会という関係論的理念
に着目することに求められると言えるだろう．

3．2． 多元包摂的運の平等主義が応答すべき
課題

　次に，著者が提示する多元包摂的運の平等主
義に対する懸念として，公正さという価値に基
づく義務論的根拠付けが，適切な選択肢の確保
という課題を検討すべきことを指摘する．まず
著者の議論を再度確認すれば，多元包摂的運の
平等主義とは，公正さという価値に基づく義務

論的要請に依拠して，分配と社会関係の両方を
対象に，責任の行使に基づかない不平等を不正
であると捉える議論であった．しかし，公正さ
という価値から多元包摂的運の平等主義を正当
化するのであれば，適切な選択肢の実現という
要請が公正さという価値から導かれるのではな
いか，という議論に応答する必要がある．
　それはなぜかと言えば，運の平等主義に対す
る関係論的平等主義からの批判において，公正
さを選択責任の行使の反映と同視することに対
する批判が，重要な位置を占めてきたからであ
る．例えばシェフラーは，「人々のコントロー
ルを越えた要素に基づく利益の差異や，人々の
意志による選択に基づく利益の差異について，
それらが公正であるか不公正であるかは，社会
的コンテクストや制度の設定のあり方に大きく
依存する」と論じる（Scheffl  er 2010: 201）．ま
たヤングは，人々が選択を行う際に有する選
択肢や機会など，「人々の行動に対する背景的
条件が公正であるか否かを考えることが，社
会的正義の問題である」と述べている（Young 
2011: 38）．このように関係論的平等主義は，
選択責任の行使を反映することだけでは，公正
さを達成できないと考える．公正さという要請
を満たすためには，選択責任を行使する際に
人々が充分な選択肢を持てるように，社会構造
を構築する必要がある20．
　さらに，このように適切な選択肢の存在を重
要視する議論は，実のところ，運の平等主義
を擁護する論者からも提示されている．例え
ば S. オルサレッティ（Olsaretti 2009）は，運
の平等主義などの責任感応的平等主義を擁護す
るためには，その前提として，選択肢に対して
適切な帰結が割当てられている必要があると論
じる．オルサレッティはまず，選択責任を問う
ことが，選択がもたらすコストや利益の内在化

（個人が利益を享受しコストを負担すること）
を要請すると論じる．その上で，そのような要
請をする際には，どのような帰結が選択肢に付

20　前述したスキャンロン（Scanlon 2018）による不平等の三段階の正当化も，手続き的公正さの実現や実質的
機会の保障を，分配の不平等を正当化するための必要条件と捉えている．



書　評

106

与されるべきか，という帰結割当ての問題が先
に解決される必要があると論じる．なぜなら
ば，内在化すべき帰結の内容がそもそも，選択
肢に対する適切な帰結割当てによって初めて明
らかになるからである．
　以上のように，関係論的平等主義に与する論
者も，運の平等主義に与する論者も，責任感応
性を単独で要請することを批判し，適切な選択
肢の実現をも要請してきた．このような文脈を
踏まえるのであれば，公正さという義務論的要
請から選択肢の問題にどのように応答するの
か，著者は検討する必要があったと言えるだろ
う．

謝辞
　本稿は，上廣倫理財団による助成（平成 30
年度 A 申請・課題番号 2）を受けた研究成果
の一部である．本稿に対するコメントをくれ
た，加藤晋氏・宮本雅也氏に感謝を申し上げる．

【参考文献】
Anderson, E.（1999）“What Is the Point of Equality?” 

Ethics 109-2: 287-337.
Cohen, G. A.（2011）On the Currency of Egalitarian 

Justice, and Other Essays in Political Philosophy. 
Princeton: Princeton University Press.

Dworkin, R.（2000）Sovereign Virtue: The Theory 
and Practice of Equality. Cambridge, MA: 
Harvard University Press.

Dworkin, R.（2011）Justice for Hedgehogs. Cambridge, 
MA: Belknap Press of Harvard University 
Press. 

Olsaretti ,  S .（2009）“Responsibi l ity and the 
Consequences of Choice.” Proceedings of 
the Aristotelian Society, 109-2: 165-188.

Parfi t, D.（2000）. “Equality or Priority,” in The Ideal 
of Equality, edited by Matthew Clayton 
and Andrew Williams. New York: Palgrave 
St. Martin’s Press.

Scanlon, T. M.（2018）Why Does Inequality Matter? 
New York: Oxford University Press.

Scheffl  er, S.（2010）Equality and Tradition: Questions 
of Value in Moral and Political Theory. 
New York: Oxford University Press.

Scheffler, S.（2015）“The Practice of Equality” in 
Social Equality: On What It Means to Be 
Equals, edited by Carina Fourie, Fabian 
Schuppert, and Ivo Wallimann-Helmer. 
New York: Oxford University Press.

Segall, S.（2016）Why Inequality Matters: Luck 
Egalitarianism, Its Meaning and Value. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Tan, K. C.（2012）Justice, Institutions, and Luck: 
The Site, Ground, and Scope of Equality. 
Oxford: Oxford University Press.

Young, I. M.（1990）Justice and Politics of Diff erences. 
Princeton: Princeton University Press.

Young, I. M.（2011）Responsibility for Justice. New 
York: Oxford University Press.

森悠一郎（2019）『関係の対等性と平等』弘文堂．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


